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はじめに

•本ガイドラインは、工事書類の国土交通省様
式との標準化の検討、「地域を支える建設業
検討会議 施工・品質確保分科会」における
工事書類簡素化の検討、及び長野県土木工事
施工管理技士会ほか関係団体との議論を踏ま
えて定めたものです。

•令和５年５月１日以降起工起案する工事から
適用します。

•情報共有システムを活用する工事においては、
紙と電子データの二重提出を求めないこと、
二重提出しないこととします。

•工事書類に関して、本ガイドラインに定める
もの以外については、受発注者合意のうえで
取り扱うこととします。
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下請負人通知書

•下請負人通知書の提出は原則不要とします。
•下請負人等一覧表は、標準見積書の活用状況
確認と契約金額を確認するため、作成・提出
を必要とします。

•発注者が求める場合は「下請負人通知書」の
提出が必要です。
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※発注者の求めにより提出



施工計画書

•契約書第18条に基づく照査等の結果、設計修
正が必要となるなどの理由で提出が遅くなる
場合は、内容が決定されてから施工計画書を
提出できる※ものとします。
※本工事（該当工種）への着手前には提出が必要です。

•上記の場合以外でも、当初提出の施工計画書
の内容は、工事概要と施工方法（準備工事※）
を最低限記載し、その他は確定している内容
のみで可とします。
※現場事務所の設置または測量をいう。
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長野県土木工事共通仕様書（令和４年１０月１日改訂版）
1-1-1-6 施工計画書

1.一般事項
受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事

目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工
計画書を監督員等に提出しなければならない。

※太字部追記

•変更施工計画書について、現場作業終了後の
精算に伴う変更契約、及び工期や数量だけの
軽微な変更契約の場合、提出は不要とします。



施工計画書

•工事概要の「主たる工事の内容」の記載は不
要とします。
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施工計画書

•現場組織表への作業主任者の資格者証（写
し）の添付は不要とします。

•受注者は、資格者証（写し）を現場に備え置
くなど、監督員等の求めに応じて提示できる
ことが必要です。
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施工計画書

•主要資材の「県内産資材」欄および、「県外
産資材使用報告書」欄の記載は不要とします。
※県外産資材使用報告書の提出は必要です

•生コンは実際に使用する規格を記載します。
•使用量が少ない資材は、受発注者協議の上、
材料承認に伴う品質証明資料等の提出を不要
とできることとします。

新様式(例)
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告知書（建設リサイクル法）

•告知書の提出は不要とします。
•受注者は関係書類を保管し、監督員等の求め
に応じて、下請業者への告知について説明す
ることが必要です。
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提出は不要



再生資源利用（促進）計画書
実施書

１ 再生資源利用計画書（実施書）
下記のいずれか１つでも満たす建設資材を搬入する
工事で作成が必要です。
①土砂 500m3以上
②砕石 500t以上
③加熱As混合物 200t以上

２ 再生資源利用促進計画書（実施書）
下記のいずれか１つでも満たす指定副産物を搬出す
る工事で作成が必要です。
①土砂 500m3以上
②Co塊

As塊 合計200t以上
建設発生木材

３ 作成方法
原則としてCOBRIS（ｺﾌﾞﾘｽ）を利用。これによりがた
い場合は、監督員との協議により「建設リサイクル
報告様式（Excel)」での作成も可。

４ 提出方法
①計画書
・COBRISの場合でも、紙・データ共に提出と報
告が必要。

・Excelの場合、施工計画書に含めて提出。
・工事現場の公衆が見やすい場所に掲示する。
②実施書
再資源化報告書に添付して提出。
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施工体制台帳
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•「建設工事における施工体制台帳作成などの
取扱いについて（令和３年２月９日付け建政
技第341号）」に基づき作成することとします。

（概要）
・施工体制台帳に関する根拠法令を明確にした
・施工体制台帳の添付書類を建設業法と整合させた
・施工体制台帳の作成を要する下請契約、要しない下請
契約を建設業法に基づいて整理した

１ 施工体制台帳を作成する下請契約
①「建設工事の請負契約※」については、施工体制
台帳を作成する。

※建設業許可が必要な建設工事（29業種）の完成を目的と
して締結する契約

②下記の契約は、「建設工事の請負契約」に該当し
ないため施工体制台帳の作成は不要。ただし、契
約書（写し）の提出は必要。

・交通誘導員
・産業廃棄物処理
・ダンプ等運搬（運搬のみ）
・立木の伐採（抜根、集積、積込を含まない）



施工体制台帳
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２ 施工体制台帳に添付する書類

①すべての下請契約に係る契約書の写し
②元請の主任技術者又は監理技術者の資格を有するこ
とを証する書面又は写し

③元請の主任技術者又は監理技術者が、雇用関係にあ
ることを証する書面又は写し

④元請が専門技術者を置く場合は、資格を有すること
及び雇用関係にあることを証する書面又は写し

※②～④は「技術者等の通知書」に添付する
場合は不要

建設業法第20条に基づき作成が必要な下請契約に関する見積書等は、「長野県建
設工事における元請・下請関係適正化調査実施要領」に基づく調査の際に、検査員
等の求めに応じて提出することが必要です。



設計図書照査確認資料
工事測量結果
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•下記の場合は「報告」に替えて「連絡」で可
とします。

①設計図書照査において、「契約書第18条第1項該当な

し」の場合

②工事測量において「設計図書修正必要なし」の場合

○報告
受注者が監督員等に対し、工事の状況または結果に

ついて書面により知らせることをいう。

○連絡
監督員等と受注者または現場代理人の間で、契約書

第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき項に
ついて、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名
または押印が不要な手段により互いに知らせることを
いう。なお、後日、書面による伝達は不要とする。



工事記録
•「工事記録」の作成は原則として不要とします。
•ただし、工事記録を作成した方が効率的である
と判断される場合は作成できることとします。

•工事記録を作成しない場合、「実施工程表」ま
たは「週間工程表（作成している場合）」を提
出することとします。
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○気温については、土木工事現場必携共9-45,46に基づき適切に施工
管理してください。

土木工事現場必携共9-45
（１）コンクリートの品質管理、養生等の留意点

・・・。また、適切な養生管理を行うために、適切な養生管理を行うために、養生期間
中または養生後の、最高・最低気温、養生温度など、温度管理図表等を用い適宜まとめる。

土木工事現場必携共9-46
（２）アスファルトの舗設

受注者は、アスファルト舗装の品質を良好に保つために「長野県土木工事共通仕様書」
に基づき舗設しなければならない。

土木工事共通仕様書 P115
(10)・・・の舗設作業を監督員等が承諾した場合を除き、気温が５℃以下の時に施工しては
ならない。

○安全管理の記録は、「安全教育訓練実施資料」の提示により
確認します。

○週休２日工事の実施状況の確認資料は下記のいずれかとします。
・実施工程表（現場閉所日を記載したもの）
・週間工程表（実施状況をフォローしたもの）
・工事記録
・必要事項が記載された受注者の任意資料

○「監督日誌」は、任意の場所にまとめて添付してください。



工事打合せ簿

•国土交通省と様式を統一します。

県様式 国様式
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※情報共有システムによって「工事箇所名」欄がない場合は、
「工事名」か（内容）欄に記載してください



レディミクストコンクリート納入書

•「提示」することとします。
•スランプ、空気量測定値の記載は品質管理資
料で確認できるため不要とします。
※打設完了時間の記載は必要です

「提出」→「提示」
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立会依頼

•段階確認の場合は「段階確認書」により行う
こととします。

•その他立会依頼は、週間工程表等、他の様式
でも可とします。

•監督員又は現場技術員が臨場して確認した場
合、材料検測等の写真は不要とします。
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段階確認の場合 その他立会の場合
※週間工程表で可



段階確認関係書類

•段階確認には「検査記録表」に替えて「段階
確認書」（国土交通省様式）を使用すること
として、受注者が作成する管理資料（出来型、
品質管理資料）を添付することとします。

•受注者が作成する「出来形管理表」として
「検査記録表」の様式を使用することはでき
ます。

検査記録表 段階確認書

受注者が作成
する管理資料
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○情報共有システムによって「工事箇所名」欄がない場合は、「工
事名」か（内容）欄に記載してください

段階確認には
使用しない
※「出来形管理
表」としての使用
は可

段階確認において



段階確認関係書類

•監督員が臨場により段階確認等を行った場合、
該当箇所の出来形管理写真及び監督員が検測
等をしている写真の撮影・提出は不要です。

•臨場については、監督員が実測値を手書きで
記載した管理資料で確認します。

受注者が作成
する管理資料

監督員が実測値等
を記入したもの

出来形写真及び臨場状
況の写真撮影・提出は
不要
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現場技術員が臨場した場合も同様に取り扱います。



県外産資材使用報告書※

•報告が必要な資材を「生コン」、「砕石」、
「加熱アスファルト合材」、「コンクリート
二次製品」に限定します。

•「県内産」とは、県内企業が「生産」した製
品とします。

※
・県外産資材の使用状況を把握するために必要な書類です
が、確認作業が繁雑となるため必要な資材を限定します。

・県内産資材の優先使用には引き続き努めていただきます
ようお願いします。
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下請契約における県外企業採用報告書※

•「作成」を不要とします。

※
・下請契約における県外企業の採用状況を把握するため
に必要な書類ですが、施工体制台帳等で確認できるた
め作成は不要とします。

・県内企業の優先採用には引き続き努めていただきます
ようお願いします。
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令和５年５月１日改正版
長野県建設部

工事関係書類一覧表
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